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   第 ７ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

令和７年３月13日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第36号 令和７年度熊本県一般会計予

算 

議案第39号 令和７年度熊本県収入証紙特

別会計予算 

議案第47号 令和７年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計予算 

議案第50号 令和７年度熊本県公債管理特

別会計予算 

議案第57号 熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

議案第58号 熊本県職員の勤務時間、休暇

等に関する条例及び熊本県職員等の育

児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第59号 熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第60号 熊本県情報公開・個人情報保

護審議会条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第61号 熊本県住民基本台帳法施行条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第62号 熊本県税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第63号 熊本県税災害減免条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第64号 熊本県税条例及び熊本県税災

害減免条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第65号 熊本県行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利

用、特定個人情報の提供等に関する条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第87号 包括外部監査契約の締結につ

いて 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①沖縄県からの避難住民受入れに係る

初期的な計画(案)について 

②カスタマーハラスメント対策の実施

について 

③熊本県土地利用基本計画(第５次熊本

県国土利用計画)の一部改訂について 

④地域未来創造会議の開催状況につい

て 

⑤緑の流域治水の推進と五木村・相良

村の振興について 

 令和６年度総務常任委員会における取組の

成果について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

     副委員長 西 村 尚 武 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 松 田 三 郎 

       委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 幸 村 香代子 

        委  員 住 永 栄一郎 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 内 田 清 之 

      政策審議監 津 川 知 博 

国際・くまモン局長 川 嵜 典 靖 
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       危機管理監 橋 本 誠 也 

       政策調整監 神 西 良 三 

  首席審議員兼秘書課長 福 原 彰 宏 

        広報課長 清 水 英 伸 

        国際課長 櫟 本 麻 理 

くまモン課長 鳥 井 薫 順 

    危機管理防災課長 井 上 雄一朗 

 総務部 

         部 長 小金丸   健 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 中 村 誠 希 

       政策審議監 坂 野 定 則 

      総務私学局長 枝 國 智 子 

        人事課長 寺 本 和 央 

        財政課長 元 田 啓 介 

    県政情報文書課長 坂 本 久 敏 

      総務厚生課長 帆 足 朋 和 

      財産経営課長 松 尾 亮 爾 

      私学振興課長 松 村 加奈子 

       首席審議員 

      兼市町村課長 阿 南 周 造 

      消防保安課長 楠   ゆみ子 

        税務課長 花 房   博 

企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行 

理 事 

(デジタル戦略担当) 

   兼デジタル戦略局長 阪 本 清 貴 

         理 事 

  (球磨川流域復興担当) 

  兼球磨川流域復興局長 府 高   隆 

  政策審議監 沖   圭一郎 

地域振興・ 

世界遺産推進局長 

兼阿蘇草原再生・ 

    世界遺産推進課長 浦 田 美 紀 

交通政策・統計局長 森 山 哲 也 

土木技術審議監 仲 田 裕一郎 

        企画課長 受 島 章太郎 

      地域振興課長 若 杉 久 生 

       首席審議員 

     兼交通政策課長 坂 本 弘 道 

空港アクセス鉄道 

      整備推進課長 猪 原 英 次 

   統計調査課長 東   敬 二 

  デジタル戦略推進課長 牧 野 記 大 

    システム改革課長 黒 瀬 琢 也 

         政策監 中 川 太 介 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 川 元 敦 司 

       会計課長 川 上 竜 也 

      管理調達課長 津 川 尚 美 

 人事委員会事務局 

         局 長 城 内 智 昭 

       公務員課長 森   亮 子 

 監査委員事務局 

         局 長 小 原 正 巳 

         監査監 天 野 誠 史 

監査監 坂 本 誠 也 

監査監 石 井 利 幸 

議会事務局 

         局 長 波 村 多 門 

     次長兼総務課長 本 田 敦 美 

        議事課長 富 田 博 英 

      政務調査課長 板 橋 徳 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 槇 原 俊 郎 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○内野幸喜委員長 ただいまから第７回総務

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることといたしまし

た。  

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 
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 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 初めに、総務部長から説明をお願いしま

す。 

 

○小金丸総務部長 今回提案しております議

案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 令和７年度当初予算につきましては、新た

に策定したくまもと新時代共創基本方針を踏

まえ、全庁一丸となり熊本県の飛躍に向けて

挑戦し、県民の皆様とともにくまもと新時代

を創っていくことを目指し、各分野の施策を

力強く推進あるいは加速する事業など、総額

8,447億円余を計上しております。 

 このほか、条例改正などにつきましても、

併せて御提案、御報告を申し上げておりま

す。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容及び条例等議案につきましては担当課

長から、それぞれ御説明申し上げますので、

よろしく御審議いただきますようお願い申し

上げます。 

 

○内野幸喜委員長 次に、財政課長から、今

回の当初予算の概要等について説明をお願い

します。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 それでは、総務常任委員会説明資料(令和

７年度当初予算)、資料の１ページをお願い

いたします。 

 ７年度当初予算の概要でございます。 

 Ⅰ、予算編成の基本的な考え方につきまし

ては、冒頭総務部長のほうから御説明させて

いただきましたとおり、12月に策定した基本

方針を踏まえた編成を行ったところでござい

ます。 

 Ⅱ、当初予算の規模でございます。 

 一般会計当初予算の規模、8,447億9,700万

円となっております。 

 本年度、令和６年度、肉づけ予算６月補正

後の予算額と比較をしまして、113億5,200万

円の減となっております。地震、豪雨からの

復旧、復興に係る予算の減少などが主な要因

でございます。 

 下段に、当初予算額の推移の棒グラフを入

れております。今回の8,447億9,700万円、過

去を遡りますと、過去６番目の規模という形

になってございます。 

 下の２ページでございます。 

 Ⅲ、当初予算の特色でございます。 

 くまもと新時代共創基本方針の柱に沿いま

して整理をしております。 

 １番、こどもたちが笑顔で育つ熊本に関係

する予算として40億600万円、２、世界に開

かれた活力あふれる熊本、こちらで93億7,80

0万円、３、いつまでも続く豊かな熊本、こ

ちらで13億7,900万円、４、県民の命、健

康、安全・安心を守る、こちらで171億1,000

万円でございます。こちら４項目につきまし

ては、重複もしております。 

 また、下に参考としまして、平成28年熊本

地震、令和２年７月豪雨災害への対応としま

して、それぞれ熊本地震関係では累計で１兆

842億円、豪雨災害につきましては3,268億円

の累計の予算額となってございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３ページ、４ページにつきましては、一番

上段の一般会計のほか、15の特別会計及び５

つの企業会計の内訳を記載しております。こ

ちらにつきまして、それぞれの所管の常任委

員会で御審議いただくものでございます。 

 ５ページ、６ページをお願いいたします。 

 こちらが、まずは歳入予算でございます。 

 歳入予算につきまして、上の５ページ、４

番、地方特例交付金、こちらが大きく動いて

おりますけれども、こちらにつきましては、

個人住民税の定額減税に伴う減収補塡、こち
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らの皆減によるものでございます。 

 続きまして、７ページ、８ページをお願い

いたします。 

 こちらが歳出予算でございます。 

 一番右側の説明欄に額の大きな主なものを

記載しております。 

 当初予算の概要は以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 引き続き、担当課長から

の説明に入りますが、まず、人事課長に各課

共通の職員給与費について説明を求めた後、

関係課長等から、職員給与費以外の項目につ

いて、資料に従い順次説明をお願いします。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 職員給与費につきまして、一括して人事課

の例で御説明いたします。 

 上段の一般管理費、説明欄、職員給与費の

(1)は、令和７年度における人事課の職員給

与費で、令和７年１月１日現在の人事課職員

の給与費から積算したものでございます。 

 各課の職員給与費につきましても、同様の

方法で積算し、計上しておりますので、各課

からの説明は省略させていただきます。 

 説明は以上です。 

 

○内野幸喜委員長 引き続き、担当課長から

議案について説明をお願いします。 

 

○神西政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 ２段目の計画調査費について、右側の説明

欄を御覧ください。 

 (3)新聞クリッピング事業ですが、県政の

重要課題等に係る新聞記事の情報収集につい

ては、従来各所属で対応しておりましたが、

業務効率化等の観点から全庁一元的に知事公

室付で行うこととし、そのために要する経費

でございます。 

 知事公室付は以上です。 

 

○福原秘書課長 秘書課でございます。 

 10ページ下段をお願いいたします。 

 一般管理費でございます。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 ２の庁費につきましては、秘書課の運営経

費及び二役秘書事務委託に要する経費でござ

います。 

 秘書課は以上です。 

 

○清水広報課長 広報課でございます。 

 11ページをお願いします。 

 ２段目の広報費でございます。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 １の広報事業費は、新規事業として、台湾

など海外における本県の認知度向上、イメー

ジアップ広報を図るほか、新聞、テレビ、ラ

ジオ、広報紙、インターネット等を活用して

県の重要な施策等を県内外に発信するもので

す。 

 ２の広聴事業費は、知事が県民と直接対話

を行うお出かけ知事室の実施に係る経費で

す。 

 なお、お出かけ知事室は、今年度、県民対

話事業として実施しておりましたため、新規

の扱いとしております。 

 広報課は以上です。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 ２段落目の防災総務費について、説明欄を

御覧ください。 

 ２の防災対策費の(3)の地域防災力強化事

業は、自主防災組織を担う地域防災リーダー

の育成や活動支援員による支援等に要する経

費でございます。 

 (5)の九州広域防災拠点強化整備事業は、
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南海トラフ地震を想定した広域応援訓練の実

施等に要する経費でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 (10)の防災ＤＸ推進事業は、防災情報共有

システムの改修やデジタル技術を活用した情

報収集等に要する経費、４の防災情報通信基

盤整備事業は、衛星通信設備の整備及び防災

行政無線設備の浸水対策に要する経費でござ

います。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○櫟本国際課長 国際課でございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 一般管理費のうち、２、庁費につきまして

は、局全体に係る調整や局長室運営に係る経

費でございます。 

 続きまして、その下の国際交流推進費でご

ざいますが、県の姉妹友好提携先との交流事

業に要する経費、また、(2)の自治体国際化

協会等への負担金、そして、その他通訳や市

町村職員の人件費負担金に要する経費等でご

ざいます。 

 15ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄でございますが、一番上段の

(3)熊本県多文化共生支援事業につきまして

は、熊本県外国人サポートセンターの運営や

新年度から新しく取組予定の市町村伴走型支

援等に要する経費でございます。 

 (4)災害時外国人支援体制構築事業につき

ましては、外国人向け防災セミナー及び防災

訓練の支援等に要する経費でございます。 

 次の項目の商業総務費でございますが、貿

易振興費の(1)(3)(4)は、それぞれ３つの海

外事務所の運営に係る経費でございます。 

 (2)海外展開推進体制整備事業につきまし

ては、台湾・高雄の交流促進アドバイザーの

設置に要する経費でございます。 

 (5)台湾における企業支援窓口運営事業に

つきましては、熊本、台湾双方からの相談窓

口でございます熊本・台湾ビジネスサポート

デスクの運営に要する経費でございます。 

 (6)は、知事の海外戦略トップセールスに

要する経費でございます。 

 国際課は以上です。 

 

○鳥井くまモン課長 くまモン課でございま

す。 

 16ページをお願いします。 

 上段、計画調査費、説明欄をお願いしま

す。 

 これは、くまモンの使用許可等管理事業と

して、くまモンのイラスト利用許諾に要する

経費等を計上しております。 

 続きまして、下段、商業総務費です。 

 ２、物産振興費につきましては、くまモン

隊の活動に要する経費やくまモンスクエアの

管理運営経費等を計上しております。 

 (5)及び(6)は、新規事業で、くまモンラン

ドのプロモーションに要する経費や海外にお

ける熊本ファン拡大等に要する経費を計上し

ております。 

 くまモン課は以上です。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 18ページをお願いします。 

 上段の一般管理費、説明欄(2)の時間外勤

務手当等保留分は、年度途中に災害等により

業務量が増加したときに備えて、人事課で知

事部局分の時間外手当の保留分を一括して計

上するものでございます。 

 下段の人事管理費、説明欄２、人事管理費

の(9)人事給与システム等再構築事業は、運

用開始から30年以上経過する人事給与システ

ムについて、令和６年度から９年度にかけ

て、事務の効率化、省力化につながる次期シ

ステムの開発に取り組むこととしておりまし

て、来年度の委託費として、所要額を計上し

ております。 

 ３の退職手当は、知事部局職員の退職手当

所要額を計上しております。 
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 一番下の課の計につきまして、前年度より

11億4,500万余の減額となっておりますが、

これは、令和７年度は定年が62歳に引き上が

り、令和７年度末の62歳定年退職がいないた

め、その分の退職手当が減となることが主な

理由でございます。 

 人事課は以上です。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 １段目の一般管理費、説明欄の２、庁費、

管理運営費につきましては、知事部局職員の

赴任旅費を計上しているものでございます。 

 ２段目、財政管理費でございます。 

 説明欄の４、職員等退職手当基金積立金に

つきましては、定年の段階的な引上げで、人

事課の説明がございましたけれども、段階的

な引上げに伴い、年度間で増減する退職手当

の財源を積み立てるものでございます。 

 ２番、３番、５番、６番、７番の各積立金

につきましては、基金の運用利息等を追加す

るものでございます。 

 19ページ３段目、元金から20ページの上

段、利子、公債諸費につきまして、公的資金

及び銀行等引受債の元金や利子の償還、市場

公募債の償還の原資となります公債管理特別

会計への繰出金の年間所要額を計上してござ

います。 

 20ページ下段、こちらは公債管理特別会計

でございます。 

 一般会計から繰り出しするものでございま

すけれども、１段目の元金から３段目の公債

諸費につきまして、こちら、市場公募債等の

元金や利子の償還並びに市場公募債の発行に

要する手数料等の年間の所要額を計上してご

ざいます。 

 21ページでございます。 

 こちらは債務負担行為の設定でございま

す。 

 これは、他の地方公共団体と共同で発行す

る形式の市場公募債、いわゆる共同債と呼ば

れるものですけれども、こちらにつきまし

て、発行に参画する総計45の都道府県等で連

帯をして債務を負う必要がございますので、

その連帯債務でございます。 

 財政課は以上でございます。 

 

○坂本県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 22ページをお願いします。 

 ２段目、文書費の説明欄を御覧ください。 

 １の文書事務費は、(1)文書関係事務、(2)

情報公開・個人情報保護事務等に係る事務費

でございます。(6)は、ＤＸによる行政文書

管理の効率化に係る調査費です。 

 下段の諸費は、県出身者向けの東京の学生

寮有斐学舎に対する運営費助成でございま

す。 

なお、今年度は、６月の肉づけ予算で計上

させていただきました。 

 23ページをお願いします。 

 大学費でございます。 

 説明欄を御覧ください。 

 (1)は、通常分の運営費交付金でございま

す。(3)は、国の制度に基づく授業料等の減

免に係る交付金、(4)は、国際交流や地域貢

献の推進に係る交付金です。(5)は、豪雨災

害からの復興、再生支援に係る交付金、(6)

の大規模修繕費は、老朽化した空調設備の修

繕等に係る交付金でございます。 

 県政情報文書課は以上です。 

 

○帆足総務厚生課長 総務厚生課でございま

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 まず、一般管理費でございますが、説明欄

２の庁費の共済組合事業費は、地方公務員等

共済組合法に基づく共済組合の負担金などで

ございます。 

 次に、中段の人事管理費でございます。 
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 説明欄１の人事管理費のうち、(1)の総務

事務集中化運営費は、庶務事務の集中処理に

係る人件費及び事務費、(2)の庶務事務シス

テム等運用費は、システムの保守管理、基金

寄附などに要する経費でございます。 

 ２の職員福利厚生費のうち、(1)の職員の

健康管理費等は、職員の健康診断や人間ドッ

クなどに要する経費、(2)の職員住宅管理費

は、職員住宅の維持管理費に要する経費でご

ざいます。 

 総務厚生課は以上です。 

 

○松尾財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 25ページをお願いいたします。 

 １の財産管理費のうち、(2)の市町村交付

金は、貸付け等を行っている県有財産が所在

する市町村への固定資産税に係る交付金でご

ざいます。 

 ３の庁舎等管理費は、県庁舎や地域振興局

等の庁舎管理、設備改修、地域振興局等への

電話自動録音装置の導入等に要する経費でご

ざいます。 

 26ページ、４の財産利活用推進費ですが、

(2)のＦＭ推進県有施設集約化事業は、熊本

総合庁舎跡地、熊本土木事務所跡地など、県

有財産の有効な利活用及び県有建築物の長寿

命化対策の推進に要する経費でございます。 

 下段をお願いします。 

 債務負担行為の設定です。 

 いずれも令和７年度から２か年で実施する

ため、設定をお願いするものでございます。 

 財産経営課は以上です。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 27ページをお願いします。 

 上段の諸費は、宗教法人の指導及び調査事

務費でございます。 

 下段の私学振興費でございますが、説明欄

の４、私学振興助成費につきましては、(1)

から(3)までの事業は、私立学校の経常的経

費に対する助成や生徒が安心して学校に通え

る環境をつくるためのスクールソーシャルワ

ーカーの活用に対する助成等、私立学校の運

営への支援を行うものです。 

 (4)から次の28ページの(6)までの事業は、

授業料負担軽減のための就学支援金の支給や

授業料以外の教育費負担軽減のための奨学の

ための給付金の支給等、生徒、保護者の経済

的負担軽減を行うものです。 

 (7)の事業は、外国籍の生徒の受入れ体制

整備への助成や海外進学・留学の支援体制の

整備など、グローバル人材育成への支援を行

うものです。 

 私学振興課は以上です。 

 

○阿南市町村課長 市町村課でございます。 

 29ページをお願いします。 

 １段目の地域振興局費については、右側説

明欄(2)広域本部・地域振興局政策調整事業

は、各広域本部、振興局が、350万円を上限

とし、臨機応変に地域課題の解決に取り組む

事業となります。 

 ４段目の自治振興費の(1)自治振興支援費

は、市町村課の業務運営費や権限移譲事務を

担う市町村への交付金等となります。 

 (2)市町村自治宝くじ交付金は、サマージ

ャンボ、オータムジャンボ等の宝くじ収益金

を、全国宝くじ事務協議会から県を経由して

市町村振興協会へ配分する交付金となりま

す。 

 (3)住民基本台帳ネットワークシステム推

進事業は、県や市町村等が、業務上氏名、住

所等の本人情報を確認するためのシステムで

ある住基ネットの維持管理経費や住基ネット

に保存された本人情報保護に関し、審議を行

う本人確認情報保護審議会の運営経費等とな

ります。 

 飛んで、(7)市町村行政サービス維持向上
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支援事業は、いわゆる地域の未来予測の作成

等に取り組む市町村への交付金等となります

が、令和７年度は８団体が作成を予定してい

ます。 

 次に、30ページの下から２段目の参議院議

員選挙費は、令和７年７月28日の任期満了に

伴う通常選挙執行経費として、投票用紙作

成、選挙啓発等の事務費のほか、投開票事務

を担う市町村への交付金、候補者の政見放送

等に対する公費負担となります。 

 下段の市町村振興資金貸付事業特別会計で

すが、１段目の市町村振興資金貸付金は、公

共施設整備や災害復旧に取り組む市町村への

貸付金となります。 

 ２段目の一般会計繰出金は、29ページ１段

目、地域振興局費の(2)広域本部・地域振興

局政策調整事業と、同じく29ページ４段目、

自治振興費の(7)市町村行政サービス維持向

上支援事業の各財源として繰り出すもので

す。 

 市町村課は以上でございます。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 31ページをお願いします。 

 上段の防災総務費についてですが、説明欄

２の防災対策費は、防災消防ヘリの運航管

理、防災消防航空センター事務所の維持管理

などに要する経費でございます。 

 下段の消防指導費についてですが、説明欄

２の消防費のうち、(4)消防体制強化推進事

業は、消防本部における消防指令共同化など

の消防力の強化推進のほか、消防団の消防操

法大会や広報など、充実強化に要する経費で

ございます。 

 (5)救急医療対策事業は、急なけがや病気

をした際に、電話相談できる救急安心センタ

ーの運営に要する経費です。 

 説明欄４の消防学校費のうち、(2)消防学

校施設整備事業は、本館及び寄宿舎の建て替

えなどに要する経費でございます。 

 32ページ上段の火薬ガス等取締費について

ですが、説明欄の２から４までの事業は、い

ずれも関係事業者に対する許認可や登録、検

査、免状交付などに要する経費でございま

す。 

 ページ下段は、債務負担行為の設定です。 

 31ページで御説明しました消防学校施設整

備事業について、本館及び寄宿舎の建設工事

が令和９年度まで、現在の車庫棟解体及び教

育訓練で使用する消防車両の更新事業が令和

８年度まで、準備も含めまして複数年の事業

期間が必要であることから、債務負担行為の

設定をお願いするものです。 

 消防保安課は以上でございます。 

 

○花房税務課長 税務課です。 

 33ページをお願いします。 

 上段、税務総務費です。 

 ３番、納税奨励費は、主に軽油引取税の特

別徴収義務者に税額の一定割合を交付するも

のでございます。 

 ６番、県税事務オンラインシステム維持管

理費につきましては、税務行政を円滑に効率

よく進めるためのシステムを運用改善してい

くための経費です。 

 ７番、ふるさとくまもと応援寄附基金積立

金につきましては、ふるさと応援寄附金を条

例により基金に積み立てるものです。 

 下段、賦課徴収費の２、公金取扱費は、個

人県民税の賦課徴収を行う市町村に対し、ま

た、地方消費税の賦課徴収を行っている国に

対して支払うものです。 

 ３番、県税過誤納還付金は、県税の還付に

対応するための費用でございます。 

 次の34ページ、上段のゴルフ場利用税交付

金から、数段ありまして、一番最後の法人事

業税交付金、これまでは、県の税収を基に市

町村への交付あるいはほかの都道府県の間で

清算を行うものでございます。 



第７回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年３月13日) 

 - 9 - 

 税務課は以上です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 まず、諸費について、右側の説明欄を御覧

ください。 

 東京事務所費として、事務所の管理運営な

どに要する経費でございます。 

 次に、計画調査費について、説明欄を御覧

ください。 

 １の開発促進費は、主に全国知事会等への

負担金や活動に要する経費でございます。 

 ２の企画推進費のうち、(2)のＳＤＧｓ推

進事業は、県の登録制度の運用など、ＳＤＧ

ｓの推進に要する経費でございます。 

 (3)の大阪・関西万博自治体催事出展事業

は、九州７県が合同で行います大阪・関西万

博への出展に要する経費でございます。 

 ３の世界チャレンジ支援基金積立金は、若

手芸術家や学生などの海外留学を支援する事

業に活用する基金への積立金でございます。 

 ４のふるさとくまもと応援寄附基金積立金

は、企業版ふるさと納税としての寄附金につ

いて、各事業へ充当するため、基金に積み立

てるものでございます。 

 企画課は以上です。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 37ページをお願いいたします。 

 計画調査費について御説明します。 

右側説明欄を御覧ください。 

 １、開発促進費の(7)「環境首都」水俣・

芦北地域創造事業は、水俣・芦北地域におけ

る環境負荷を減らしつつ、経済発展する新し

い形の地域づくりの取組への支援等に要する

経費です。 

 ２、企画推進費について御説明します。 

 (3)御所浦地域活性化推進事業は、御所浦

地域の交流人口の拡大及び地域活性化に要す

る経費です。 

 次の38ページ、(6)移住定住加速化事業

は、移住定住相談窓口の設置やＳＮＳ等を活

用した情報発信など、移住、定住の促進等に

要する経費でございます。 

 (9)水俣・芦北地域重点施策課題解決推進

事業は、第七次水俣・芦北地域振興計画にお

ける市、町の重点施策の課題解決の支援等に

要する経費です。 

 (10)地域未来創造事業は、県内の各地域で

開催する地域未来創造会議に要する経費で

す。 

 (11)くまもと未来づくりスタートアップ事

業は、地域団体や市町村による地域活性化の

取組への支援や地域未来創造会議の議論等を

踏まえた市町村支援、広域本部、地域振興局

による地域振興の推進に要する経費です。今

年度の地域づくりチャレンジ推進事業の内容

を引き継ぐとともに、地域未来創造会議を踏

まえた取組等を支援してまいります。 

 ３、特定地域振興対策事業は、過疎や離島

など、特定地域の振興対策に要する経費で

す。 

 ４の土地利用対策費、土地利用対策事業

は、国土利用計画法に基づく地価調査や土地

取引の届出審査等に要する経費です。 

 ５、球磨川流域復興対策費、被災住宅移転

促進宅地整備受託事業は、令和２年７月豪雨

災害により甚大な被害を受けた球磨村の住ま

いの早期再建に向け、県が村から受託して実

施する被災地域の住民等の移転先となる渡地

域における避難路整備等に要する経費です。 

 地域振興課は以上です。 

 

○浦田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 阿

蘇草原再生・世界遺産推進課でございます。 

 39ページをお願いします。 

 計画調査費について、右側説明欄を御覧く

ださい。 

 １、企画推進費は、阿蘇の草原再生に係る
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事業で、(1)は野焼き再開支援等に要する経

費、(2)は担い手確保や野焼きの作業省力化

を図るための恒久防火帯の整備等に要する経

費です。 

 次の２、文化企画推進費は、世界文化遺産

に係る事業で、阿蘇の世界文化遺産登録に向

けた取組や既に登録されている万田坑、三角

西港及び天草﨑津集落の保全活用に要する経

費です。 

 阿蘇草原再生・世界遺産推進課は以上で

す。 

 

○坂本交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 まず、計画調査費について、１、交通整備

促進費の(1)肥薩おれんじ鉄道関連事業につ

きましては、鹿児島県、地元市町と協調し、

同社の鉄道基盤の整備、維持に対する補助を

行う経費でございます。 

 次に、(2)地域交通企画調整事業について

は、地方バス、地域鉄道、離島航路等への支

援やくま川鉄道及びＪＲ肥薩線の復旧に向け

た協議、調整、それから、熊本都市圏におけ

る渋滞解消推進に要する経費等でございま

す。 

 (3)広域交通網形成促進事業につきまして

は、三県架橋及び八代・天草シーライン構想

の推進に要する経費でございます。 

 次に、２、空港整備促進費について、(1)

阿蘇くまもと空港関連事業については、国が

実施する空港の直轄事業の負担金、路線振興

に係る国際線振興協議会への負担金、また、

空港ＰＲなど、阿蘇くまもと空港の創造的復

興推進に要する経費等でございます。 

 (2)地域航空推進事業については、天草エ

アラインの機材整備に対する助成や天草空港

利用促進協議会への負担金等でございます。 

 次に、企画施設災害復旧費については、令

和２年７月豪雨で部分運休中のくま川鉄道へ

の災害復旧支援に要する経費でございます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○猪原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 41ページをお願いします。 

 計画調査費につきまして、右の説明欄を御

覧ください。 

 １の交通整備促進費につきましては、ＪＲ

豊肥本線を含めた熊本都市圏鉄道ネットワー

ク強化等の調査、検討に要する経費でござい

ます。 

 ２の空港整備促進費につきましては、阿蘇

くまもと空港アクセス鉄道整備に向けた調査

等に要する経費でございます。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上です。 

 

○東統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 42ページをお願いします。 

 まず、上段の統計調査総務費につきまし

て、右側の説明欄を御覧ください。 

 ２の統計職員費は、統計業務を担う職員の

研修や統計の普及啓発等に要する経費でござ

います。 

 ３の統計諸費は、県が行う統計関係事業に

要する経費でございます。 

 次に、中段の委託統計費につきましては、

国から委託を受けて実施する基幹統計調査に

関するもので、１の毎年実施する経常分、２

の５年ごとに実施する周期分に要する経費で

ございます。 

 下段の単県統計費につきましては、１と２

は、推計人口調査など県独自で行う統計調査

に要する経費、３の単県統計諸費は、統計デ

ータ利活用推進及び各種統計資料の作成等に

要する経費でございます。 

 統計調査課は以上です。 

 

○牧野デジタル戦略推進課長 デジタル戦略
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推進課でございます。 

 43ページをお願いします。 

 まず、人事管理費につきまして、右側の説

明欄を御覧ください。 

 (1)の電子自治体推進事業につきまして

は、電子申請受付システムなど、県と市町村

による情報システムの共同運用に要する経費

でございます。 

 (3)の行政デジタル化推進事業につきまし

ては、市町村のデジタル化、ＤＸを支援する

ためのデジタル専門人材の派遣などに要する

経費でございます。 

 (4)のくまもとＤＸグランドデザイン推進

事業につきましては、県内のＤＸを推進する

ための産学官連携の母体でございますくまも

とＤＸ推進コンソーシアムの運営、それか

ら、ＤＸの実装に向けたＤＸを検討されてい

る企業とソリューションを有する企業とのマ

ッチング機会の創出などに要する経費でござ

います。 

 (5)のデータ連携基盤構築等推進事業につ

きましては、行政や民間のデータの活用、連

携を容易にするデジタルインフラでございま

す熊本データ連携基盤の運用、それから、民

間企業などと連携をいたしましたデータ活用

事例の創出に要する経費でございます。 

 (6)の相良村情報通信基盤整備支援事業に

つきましては、ネットの回線速度が県内で最

も遅く、かつ公設公営の状態にございまし

て、災害などにより万が一の場合に途絶した

場合の復旧に時間を要する相良村の情報通信

基盤の高度化、民設民営化への支援に要する

経費でございまして、村内の通信速度の向

上、相良村の振興を後押しするものでござい

ます。 

 次に、計画調査費でございます。 

 右側の説明欄の(2)の社会保障・税番号制

度に係る共同システム整備事業につきまして

は、マイナンバー制度に係るシステムの運用

管理などに要する経費でございます。 

 デジタル戦略推進課は以上です。 

 

○黒瀬システム改革課長 システム改革課で

ございます。 

 44ページをお願いいたします。 

 人事管理費につきまして、右側の説明欄を

御覧ください。 

 (1)の電子計算管理運営事業は、人事給与

システムなど、基幹システムの運用を行うホ

ストコンピューターの運用管理に要する経費

でございます。 

 (2)の庁内情報基盤管理運営事業は、パソ

コンの調達、メールなどのグループウェアシ

ステムの運営等に要する経費でございます。

令和７年度は、サポート期限の到来に伴いま

して、ウィンドウズ11やオフィス365のライ

センスの調達、その入替え経費を計上してご

ざいます。 

 (3)電子県庁構築事業につきましては、各

種情報システムを搭載しているサーバー機器

のリースなどの管理運営、自治体間を結ぶネ

ットワークであるＬＧＷＡＮの運営負担金に

要する経費でございます。 

 (4)のＩＣＴを活用した働き方改革等推進

事業につきましては、オンライン会議システ

ムやビジネスチャットなど、ＩＣＴを活用し

た業務効率化を進めるための環境整備等に要

する経費でございます。 

 次に、計画調査費につきまして、右側の説

明欄をお願いいたします。 

 熊本県総合行政ネットワーク管理運営事業

は、県庁と各出先機関をつなぐ熊本県総合行

政ネットワークの通信回線借り上げ等の運用

管理に要する経費でございます。 

 令和７年度におきましては、業務効率化や

働き方改革のさらなる推進のため、職員用パ

ソコンの庁外利用に向けたシステム構築、設

計に要する経費を計上しております。 

 システム改革課は以上です。 
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○中川政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 45ページをお願いいたします。 

 計画調査費につきまして、右側の説明欄を

御覧ください。 

 １の企画推進費の(1)球磨川流域復興局運

営費は、復興局の運営等に要する経費でござ

います。 

 (2)「球磨川リバーミュージアム構想」推

進事業は、球磨川リバーミュージアム構想の

推進に要する経費でございまして、構想の策

定経費でございます。 

 (3)人吉・球磨地域未来創造人材づくり事

業は、地域おこし協力隊による人吉・球磨地

域の広域的な課題解決に加え、新たな移住者

を呼び込む仕組みづくりに要する経費でござ

います。 

 ２の五木村振興基金積立金と３の球磨川流

域復興基金積立金は、基金の運用利息を積み

立てるものでございます。 

 ４の球磨川流域復興対策費の球磨川流域復

興基金交付金は、球磨川流域復興基金等を活

用しまして被災市町村の取組に対する支援を

行うための経費でございます。 

 球磨川流域復興局は以上です。 

 

○川上会計課長 会計課でございます。 

 47ページをお願いいたします。 

 まず、上の表の２段目、会計管理費です

が、説明欄(2)の総合財務会計システム管理

事業は、現在稼動しております財務会計シス

テムの保守管理等に要する経費でございま

す。 

 (6)の新総合財務会計システム構築事業

は、令和９年度の稼動に向けた新システムの

構築に要する経費でございます。デジタル行

政の推進の一環といたしまして、ペーパーレ

ス、キャッシュレス、判こレスに対応すると

ともに、効率化や利便性の向上を目指して新

システムの構築をするものでございます。 

 次の段の利子は、一時借入金の支払い利子

でございます。 

 下の表の収入証紙特別会計ですが、一般会

計繰出金は、証紙による手数料収入を一般会

計へ繰り出すものでございます。 

 会計課は以上です。 

 

○津川管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 48ページをお願いいたします。 

 下段の会計管理費は、(2)電子入札システ

ム管理運営事業や(3)公契約条例推進事業の

事務費などを計上しております。 

 49ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定です。 

 全庁的に共通する県有施設等管理業務など

３業務について、一括して御説明いたしま

す。 

 今回は、令和７年度途中から複数年にわた

り契約を行うものにつき設定するものでし

て、主に、各種システムの開発や維持管理、

事務機器のリース等に係るものでございま

す。 

 管理調達課は以上です。 

 

○森公務員課長 人事委員会事務局でござい

ます。 

 51ページをお願いいたします。 

 上の表を御覧ください。 

 上段の委員会費につきましては、人事委員

会委員の報酬及び人事委員会の運営に要する

経費でございます。 

 下段の事務局費のうち、説明欄２の運営費

につきましては、県職員等の採用試験の実施

に要する経費などでございます。 

 (5)の「県庁のしごと」魅力発信事業費に

つきましては、県職員として有為な人材を確

保するための広報活動等に要する経費でござ

います。 

 人事委員会事務局は以上です。 
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○坂本監査監 監査委員事務局でございま

す。 

 51ページをお願いします。 

 まず、上段の委員費につきましては、監査

委員の報酬等に係る経費でございます。 

 次に、下段の事務局費ですが、右側の説明

欄２、運営費につきましては、事務局職員の

活動費等に係る経費でございます。 

 監査委員事務局は以上です。 

 

○本田議会事務局次長 議会事務局でござい

ます。 

 52ページをお願いします。 

 上段の議会費でございますが、説明欄のと

おり、１の議員報酬等のほか、２の運営費と

して、定例会、委員会の費用弁償、政務活動

費等に係る経費をお願いしております。 

 下段の事務局費でございますが、説明欄の

とおり、２の運営費として、本会議、委員会

の運営や議会棟庁舎管理等に係る経費をお願

いしております。 

 ２の(2)維持修繕費では、議会棟の給排水

設備等の改修工事に伴う工事費等をお願いし

ております。 

 続きまして、債務負担行為の設定でござい

ます。 

 今申し上げました議会棟改修工事に伴うも

のでございまして、工事は令和７年度及び令

和８年度の２か年での施工を予定しておりま

すが、このうち令和８年度分に係る事業費に

ついて債務負担行為の設定をお願いするもの

でございます。 

 議会事務局は以上です。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 総務常任委員会説明資料、条例等関係の１

ページをお願いいたします。 

 議案第57号、熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について、飛びますが、64ページの概要で説

明させていただきます。 

 １、条例改正の趣旨につきましては、昨年

10月の人事委員会勧告等に基づく一般職の給

与の改定を行うものです。 

 ２、改正する条例は、(1)から(10)までの

関係する条例10本を一括して改正いたしま

す。 

 ３、主な改正内容は、１点目が(1)の給料

表の改定でございます。 

 これは、いわゆる国の給与制度のアップデ

ートに準じた見直しとして、人事委員会勧告

を踏まえ、国の俸給表の改定に準じた給料表

の改定を行うものです。 

 ２点目が(2)の昇給の取扱いの改定でござ

います。 

 これも、(1)と同様、人事委員会勧告を踏

まえ、昇給の取扱いを見直すものです。 

 ３点目が(3)の諸手当の改定でございま

す。 

全部で８つの手当を改定いたします。 

 まず、アの初任給調整手当でございます

が、獣医師の人材確保を図るため、獣医師に

支給する初任給調整手当について、条例に規

定する支給月額の限度を引き上げ、支給期間

を延長するものです。 

 次に、イの扶養手当から65ページのク、下

のほうになりますけれども、特定任期付職員

に支給する業績手当及び勤勉手当までの各手

当については、(1)と同様、人事委員会勧告

を踏まえ、見直しを行うものでございます。 

 施行期日は、令和７年４月１日としており

ます。 

 66ページをお願いいたします。 

 議案第58号、熊本県職員の勤務時間、休暇

等に関する条例及び熊本県職員等の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、68ページの概要で説明させていた

だきます。 

 条例改正の趣旨につきましては、育児・介
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護休業法の一部改正に伴い、関係規定を整備

するものでございます。 

 改正する条例は、熊本県職員の勤務時間、

休暇等に関する条例及び熊本県職員等の育児

休業等に関する条例の２本の改正でございま

す。 

 ３、主な改正内容は、育児を行う職員に対

する時間外勤務の制限について、対象となる

子を、小学校の就学の始期に達するまでの子

に改めるものでございます。 

 また、仕事と介護の両立支援制度を利用し

やすい勤務環境の整備に関する措置等につい

て定め、そのほか規定の整理を行うものでご

ざいます。 

 ４の施行期日は、令和７年４月１日からと

し、所要の経過措置は、公布の日からとしま

す。 

 その他、所要の経過措置を定めるものでご

ざいます。 

 69ページをお願いいたします。 

 議案第59号、熊本県知事の権限に属する事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、70ページの概要で説明

させていただきます。 

 １、条例改正の趣旨につきましては、食料

の安定供給のための農地の確保及びその有効

な利用を図るための農業振興地域の整備に関

する法律等の一部を改正する法律の公布によ

り、農地法が一部改正されたことに伴い、関

係規定を整理するものでございます。 

 主な改正内容は、農地法に基づく事務につ

いて、条項ずれが生じたため、関係規定の整

理を行うものでございます。 

 施行期日は、公布の日または記載しており

ます法律の施行の日のいずれか遅い日として

おります。 

 85ページをお願いいたします。 

 議案第87号、包括外部監査契約の締結につ

いて、86ページの概要で説明させていただき

ます。 

 趣旨としましては、包括外部監査契約の締

結につきましては、地方自治法の規定により

議会の議決を経る必要があることから、令和

７年度分の契約の締結について、本議会に提

案するものでございます。 

 契約内容は、地方自治法に規定する包括外

部監査について、監査を受けるとともに、監

査の結果に関する報告を受けることを内容と

するものでございます。 

 契約期間は、令和７年４月１日から令和８

年３月31日まででございます。 

 契約の相手方は、公認会計士の庄田浩一氏

を予定しております。 

 庄田氏は、令和５年度、６年度に本県の包

括外部監査の補助者を務められ、また、令和

２年度から４年度まで熊本市の包括外部監査

人を務めておられ、地方公共団体の財務管理

及び行政経営に精通し、監査の実施に必要な

識見を有しておられると考えております。 

 人事課は以上です。 

 

○坂本県政情報文書課長 県政情報文書課で

す。 

 71ページをお願いします。 

 議案第60号、熊本県情報公開・個人情報保

護審議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 72ページをお願いします。 

 条例案の概要で御説明させていただきま

す。 

 １、条例改正の趣旨は、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部

改正に伴い、関係規定を整理するものでござ

います。 

 ２、改正内容は、本条例中マイナンバー法

を引用している規定について、項番号がずれ

たことに伴う改正を行うものです。 

 ３、施行期日は、改正マイナンバー法と同

じ、令和７年４月１日でございます。 
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 県政情報文書課は以上です。 

 

○阿南市町村課長 市町村課でございます。 

 73ページをお願いします。 

 議案第61号、熊本県住民基本台帳法施行条

例の一部を改正する条例の制定についてで

す。 

 74ページの条例案の概要で説明します。 

 資料に記載しておりませんが、県や市町村

等が、業務上住民基本台帳ネットワークを利

用し、氏名、住所等の本人情報を確認するた

めには、当該業務が住民基本台帳法に規定さ

れていること、同法に規定されていない場合

は、利用範囲は県内情報に限定されますが、

本条例に規定されていることが必要となりま

す。 

 そこで、１、条例改正の趣旨ですが、今

般、住民基本台帳法の一部改正等がありまし

たので、本条例の関係規定を整理するもので

す。 

 ２、主な改正内容ですが、(1)は、本条例

に規定されているア、イ、ウの３つの事務

が、今般住民基本台帳法に規定されたことか

ら、本条例から削除するものです。 

(2)は、その他規定の整理として引用法令

の条ずれを改めるものです。 

 ３、施行期日は、公布の日からとしており

ます。 

 市町村課は以上でございます。 

 

○花房税務課長 税務課です。 

 75ページをお願いします。 

 第62号議案、熊本県税条例の一部を改正す

る条例の制定についてです。 

 77ページをお願いします。 

こちらの条例案の概要で御説明します。 

 １番、条例改正の趣旨は、障害者の社会参

加の後押しにつながるよう、自動車税の減免

要件を拡大するため、規定を整備します。 

 ２番、主な改正の(1)は、これまで減免の

対象を本人所有の車に限っておりましたが、

障害者と生計が同じ方や常時介護をされる方

の車も追加します。 

 (2)では、家族運転の場合に、減免の対象

となる使用目的を改めます。従来は通院や通

学といったものが該当になっておりました

が、これからは地域活動や買物といった日常

生活も対象とします。 

 (3)は、関係法律の一部改正で生じました

条ずれの整理でございます。 

 ３番、施行期日は、令和７年４月１日でご

ざいます。 

 78ページをお願いします。 

 第63号議案、熊本県税災害減免条例の一部

を改正する条例の制定についてです。 

 79ページをお願いします。 

条例案の概要で説明します。 

 １、条例改正の趣旨は、熊本地震や令和２

年７月豪雨で甚大な被害を受けた方が取得す

る代替不動産に係る不動産取得税の減免を、

取得期限を延長しますので、その規定の整備

です。 

 ２、主な改正内容は、(1)は、平成28年熊

本地震、(2)は、令和２年７月豪雨、それぞ

れ取得期限を２年延長します。今の規定で

は、この３月末に期限が来てしまいますの

で、２年後の令和９年３月末まで延長しま

す。 

 ３、施行期日は、公布の日です。 

 80ページをお願いします。 

 第64号議案、熊本県税条例及び熊本県税災

害減免条例の一部を改正する条例の制定につ

いてです。 

 82ページをお願いします。 

条例案の概要で説明します。 

 １、条例改正の趣旨は、半導体関連事業の

集積などで償却資産に係る県の固定資産税が

生じる可能性に備えた規定の整備です。 

 ２の主な改正内容は、県税条例には、既に

県の固定資産税の規定があり、(1)のとお
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り、納期について、特別の事情がある場合に

は別に納期を定めることができると、こうい

った趣旨の規定を加えます。 

 また、(2)は、各税目で災害減免の規定を

設けておりますので、これに沿って本税にお

いても同様の規定を整備します。 

 ３の施行期日は、公布の日です。 

 税務課は以上です。 

 

○牧野デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 83ページをお願いいたします。 

 議案第65号、熊本県行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用、特定個人情

報の提供等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。 

 内容につきまして、84ページの条例案の概

要で説明いたします。 

 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法でございます

が、マイナンバー法におきまして、地方公共

団体は、社会保障、地方税に関する事務等で

条例に定めるものについて、必要に応じてマ

イナンバーを利用することができるとされて

いることに基づきまして、本県において、独

自にマイナンバーを利用する事務等を定めて

いるものでございます。 

 今回の改正内容につきましては、２に記載

のとおり、条例で引用しているマイナンバー

法の条項の繰下げに伴う関係規定の整理、そ

れから、生活保護法の改正により、生活保護

受給世帯の子供が高校を卒業し、大学等に進

学する際の新生活の立ち上げ支援のために給

付する進学準備給付金の対象を、高校卒業後

の就職する際の新生活の立ち上げ支援にも拡

充することとなり、給付金の名称が進学・就

職準備給付金に変更されたことに伴う引用部

分の規定の整理でございます。 

 施行期日は、マイナンバー法の改正に伴う

ものは、令和７年４月１日から、それ以外は

公布の日からとしております。 

 デジタル戦略推進課は以上です。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。 

 まずは、知事公室、総務部の質疑を受けた

後に、企画振興部、ほか委員会の質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○岩下栄一委員 国際課です。 

ＪＥＴプログラムですけれども、昭和50年

代の事業ですね。もうえらい長いことまだ存

続していたんです、ＪＥＴプログラム。外国

人の英語教師の招聘とかいろんな話があった

けれども、その実績とか成果とか、いろいろ

あったんですかね、課長さん。 

 

○櫟本国際課長 国際課でございます。 

 ＪＥＴプログラムについての御質問をいた

だきました。 

 委員御指摘のとおり、ＪＥＴプログラム、

この事業の開始当初から熊本県はこのＪＥＴ

プログラムを行っておりまして、現在、ＪＥ

Ｔのメンバーが県内に175名おります。う

ち、ＣＩＲといいまして、行政も、県庁２

名、八代、そして荒尾市にも１名ずつおられ

ます。 

 国際交流の推進を促進するためということ

で、ＪＥＴの中のＡＬＴという人たちが160

名いるんですけれども、その人たちについて

は、学校現場で英語教育の支援をしておりま



第７回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（令和７年３月13日) 

 - 17 - 

して、なおかつ地域の国際交流についても積

極的に協力、支援しているという、大変重要

な役割を今も担っていただいております。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 いろいろ成果があったとい

うことですね。 

 

○櫟本国際課長 ありがとうございます。成

果上がっているというふうに認識しておりま

して、それで我々も一生懸命取り組んでいる

ところでございます。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございました。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○松田三郎委員 資料27ページ、28ページぐ

らいですか、私学振興課長ですね。場合によ

っては、ちょっと数問同じことで当たります

ので、枝國局長ですね。総務部長のところに

行くかもしれませんが。 

 ここ数週間、国会で議論されております私

学の授業料無償化、今の時点の来年度の当初

予算に直接じゃない分、今後のこともありま

すので、なかなか答えにくい部分もあるかも

しれませんが、それを含めてちょっとお尋ね

したいと思いますが、今議論されているよう

に、来年度予算は、３月、今参議院で修正さ

れながら審議をされている。 

 報道等で聞くところによると、来年度に向

けて私立高校の授業料が無償化されて、次の

年度からはその上限も上げられるとかという

ことを考えると、さっき課長の御説明があり

ました、私立学校に主に――自民党で私学議

員連盟って伝統のある議員連盟があって、い

ろいろ応援しているつもりですが、おっしゃ

った経常費の助成とここにある就学支援と、

大きくですね。説明がありまして、この経常

費というのは、あんまりこれからも変わらな

いはずですね、多分。 

 で、もしかすると、さっきの説明があった

(4)ぐらいか、就学支援金のところが額とし

ては大きくなって、財源の内訳は国庫のほう

が増えるかもしれませんが、そういう方向で

数字としてですね。そっちのほうが増えてく

るというようなことが予想されるんですか

ね。まず１点目。 

 

○松村私学振興課長 ありがとうございま

す。私学振興課でございます。 

 ただいまありました就学支援金の制度の改

正が今国会の中であっておりますが、今後ど

うなるかという御質問だと思います。 

 まず、来年、2025年度につきましては――

現在、世帯年収が910万以上の方は対象にな

っておりません。来年度、そこがまず撤廃を

されると、年収の制限がなくなるということ

で、本県におきましては、大体私学の学生の

７％程度、約1,200人弱ですけれども、そこ

に、今、公立と同じように、年間で11万 

8,800円という、新たに就学支援金が出るこ

とになろうかと思います。その場合は、試算

してみますと、大体１億4,000万程度プラス

になると考えております。見込みです。 

 次に、2026年度、今度は上乗せ分が拡充

と、完全無償化ということで全額無償化案

が実現した場合には、さらに対象としては

約7,000人が対象になります。本県で言いま

すと、大体４割の方がその対象に…… 

 

○松田三郎委員 ４割。 

 

○松村私学振興課長 ４割ですね。はい。 

 そうなりますと、現在、本県の私学の授業
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料というのは、大体平均で40万ぐらいです。

そこを全部無償化ということになりますと、

財源としては約19億拡充となります。 

 で、先生が先ほどおっしゃいました経常費

助成とは全く別の制度になりますので、あく

までも、就学支援金は、100％国費の制度で

すので、純粋にそこの就学支援金の部分が拡

充されると、金額も予算も拡充していくとい

うことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 今の説明のちょっと確認で

すけれども、2026年度以降で、今の予想どお

りいくと、総額で19億ぐらい増える。これ

は、おっしゃったように、財源の内訳でいく

と、国庫支出金のところが増えるだけといい

ますか、授業料に関しては、県の持ち出しが

増えることはないということですね。確認。 

 

○松村私学振興課長 就学支援金について

は、10分の10国庫から出ている分でございま

す。 

 

○松田三郎委員 よく分かりました。 

 いろいろな御意見があろうかと思います

が、例えば、各都道府県によっても状況は違

うでしょうし、その公立高校と私立高校の割

合なりですね、力関係というとちょっと語弊

ありますが、今までの歴史的なものもあるで

しょうし、熊本県内で言っても、それぞれの

地域で私立高校がないところとか多いとこ

ろ、それとも非常に優秀な私立学校があると

ころ、だから、なかなか一律には言えない部

分はあろうかと思いますが、よく言われるの

が、例えば、先行して大阪府とか取り組まれ

たところが、どうしてもやはり私立学校のほ

うを選択する、希望する中学校卒業生が増え

て、既存の公立の高校が軒並み定員割れして

しまうということになると、その悪い面も、

もちろんいい面もですね、そうなった場合は

多いとは思いますが、心配される面が、例え

ば熊本県内において発生するということにな

ると、例えば分かりやすい例で私の地元で言

いますと、球磨郡あるいは球磨、人吉は私立

高校はございません。で、県立高校は５つあ

ったのが４つに再編統合された、さらに人口

減少あるいは少子化でさらには３つとか２つ

になるんじゃないだろうかというのを漠然と

皆さん懸念をされている中にあって、今回の

制度導入となると、もともとは地元から、例

えば熊本市内の県立高校に行っていた人たち

が、それはやっぱり私立も無償化になるんだ

ったら私立もということで、もっとたくさん

地域外に流出してしまうんじゃないだろう

か。そうすると、さっき申し上げましたよう

に、県立高校が、５つが４つになった、さら

に３つ、２つになると、地元に残る高校生が

より少なくなり、ひいては学校があったとこ

ろがなくなってしまうというと、その自治体

なり地域も非常に寂れるといいますか、寂し

くなってしまうということを考えると、これ

は、ただ単に私立高校が授業料が無償化にな

りますというだけではなくて、やっぱり今後

の県内の公立と私立の関係とか、あるいは県

がどのように携わっていくべきなのか。 

 国の省庁は、話は飛びますけれども、文部

科学省が、例えば公立、私立一緒でしょうけ

れども、熊本県の場合は、公立の場合は教育

庁、私立は私学振興課、総務部と。これは、

今までの歴史なりいろいろな経緯もあろうか

と思います。他県が別の部署なのかどうか分

かりませんけれども、行く行くは――これは

人事課長なり総務部長ですね。そういう県立

の中高と私立の中高を支援する部署は何か１

つにするとか、今ももちろん連携は取られて

いるとは思いますけれども、教育庁は巨大で

しょうから、連携も限界があるのかなと漠然

と思っております。 

 ただ、こうしてくれ、ああしてくれという

妙案があるわけではございませんけれども、
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今後、この私立高校の無償化が来年度あるい

は再来年度予定どおり導入された場合のこの

熊本県としての関わり方、さっき言いました

最終的には過疎地域がさらに寂れてしまうん

じゃないだろうかということまで考えて、ど

うかなというのを、ちょっと質問も漠然とし

ておりますが、松村私学振興課長なりに、局

長、部長ですね、何かヒントを与えていただ

ければなと思います。漠然とした質問で、漠

然とした答えで結構ですので。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 ただいま松田委員のほうから、就学支援金

により私立が完全無償化された場合の懸念で

すね。確かに、新聞報道を見ますと、例えば

東京都とか大阪府におきましては、公立、県

立高校の倍率がかなり下がってきている、定

員割れを生じているというような報道もあっ

ております。 

 また、本県におきましては、授業料につき

ましては、私立も公立ももう差がなくなると

いうことですので、生徒にとっては、もう自

由に選べるような、私立、公立を関係なく選

べるようになるというところから見ますと、

確かにそういう、東京とか大阪で起こったよ

うな事態は可能性はあろうかと、まあ個人的

な意見ですけれども、考えられると思いま

す。 

 で、県としてどう対応していくかと、そこ

にどう対応していくかということについて

は、現在、教育庁が主体となりまして、県立

高校の在り方検討というのをちょうどやって

いらっしゃるところでございます。 

 その中には、私立の高等、中学校の、いわ

ゆる私学協会の中からも会長と副会長がメン

バーで今あり方検討会の中に入られて、そこ

で今後の、場としては県立高校を今後どうや

っていくかというお話ではありますけれど

も、その中の議論において、今その私立との

関わり方というのも少し議論をされているよ

うでございますので、まずは、私どもとして

は、そこでどういった議論をされるのかとい

うのを注視していきたいと思っているところ

でございます。 

 

○松田三郎委員 冒頭言いましたように、私

立の場合は、建学の精神があって、どちらか

というと、ある意味では自立性を持って、そ

の独立性を持った部分はあろうかと思いま

す。 

 ただ、県が、あるいは国、県が経常費を補

助したりとかいう部分もあるというので、熊

本県の場合は、特に、多分ですね。昔は、や

っぱり公立の高校が人数も多くて絶大な力を

誇ってたって、私立は、その建学の精神があ

るとはいえ、やっぱり県がある程度の支援を

していかないとなかなか同じ土俵では勝負で

きないだろうと、大昔ですね。そういうのが

あって総務部の中に私学振興課があって、ず

っと支援をしてこられたんだろうと思ってお

りますが、申し上げましたように、それはそ

れで、例えば高校を選べる選択肢が増えるか

らいいじゃないかって、それは負担が下がっ

ていいじゃないか、保護者のですね。そうい

ういい面はあろうかと思いますが、事はだん

だん、その力関係とか、地域によっては大分

変わってきつつあるなと思いますので、さっ

き言いましたあり方検討会は、この私学の授

業料無償化は、そのあり方検討会をしなが

ら、途中から入ってきた話でしょうから、も

ちろんそれを見守るとはいえ、何かちょっと

心配だなというのがあったので質問をいたし

ました。 

 最後に、１点確認ですが、よございます

か。 

 

○内野幸喜委員長 どうぞ。 

 

○松田三郎委員 これは、他県で、都庁なり
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県庁なり、都道府県の行政の組織の中で、公

立の高校と私立の高校を取り扱う窓口は、別

々のところが多いのか、さっき言いました、

国は文部科学省が１つなので、その公私混ぜ

て１つを窓口にしている組織が多いのかとい

うのが分かれば教えてください。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 全国的には、私立を所管する部署と公立は

別です。私学については、基本的には知事部

局になります。なぜならば、私学関係の認可

関係ですね、学校の認可関係につきまして

も、それは権限としては当然都道府県知事と

なっております。ですから、ほとんどの県

が、私学については知事部局、公立について

は当然教育委員会でございます。 

 ただ、最近、例えば茨城県につきまして

は、今現在、令和６年１月からは、私学の部

署を教育委員会の中に移していらっしゃる県

もあります。ですから、全てが別ではなく

て、そういう一旦全部教育というくくりの中

で教育委員会の中に私学の業務、所管部を入

れてあるところはございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 すみませんでした。いろいろ先のことを含

めてお聞きをいたしました。どうか、総務部

長、後ろの人事課長、人事っていうか、組織

のことでしょうから、今の私学振興課長の茨

城の例とかをあえて、いずれはそういう判断

が必要なことも出てくるかもしれませんの

で、どうか頭の隅に置いといて、役職定年の

時期ではございますけれどもね。 

 

○小金丸総務部長 いつもありがとうござい

ます。 

 非常に松田委員がおっしゃった課題感は、

非常に大きいものだと思っております。今、

茨城県の例出ましたけれども、令和６年にで

きたばかりということで、我々も情報収集中

でございます。特に、いじめ問題とか、そう

いう部分に関して、公立、私立を分け隔てな

く同じところで対応していくというところも

ベースになっているというふうにもお聞きし

ているものですから。 

 そういったいじめ問題、それから、今度、

公立、私立、特に高校の在り方検討という中

で、不可分のところでございますので、そこ

は引き続きまた教育委員会とも連携を取りな

がら、しっかり取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

○幸村香代子委員 資料で言うと25ページな

んですが、庁舎等管理費のところで２点お尋

ねをしたいというふうに思います。 

 １点は、ＬＥＤの導入なんですが、たしか

2027年末で蛍光灯の製造が中止になるという

ことで、どこの自治体でももうＬＥＤの交換

を順次進めているというところのようなので

すが、今、県の施設においてはどのような状

況なのかということが１つ。 

 それと、これはここかなと思っていたんで

すが、公用車のＮＨＫ受信料、契約がされて

なかったということで、今熊本市も調査して

契約をするということ、それから、ほかの市

町村も、今の状況を調査して契約をするとい

うふうな報道も起きていますけれども、県の

公用車とかについては、今どんな状況なのか

というのをお尋ねしたいと思います。その２

点、お願いします。 

 

○松尾財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 まず、１点目のＬＥＤの導入についてお答

えします。 

 今、県の総合庁舎、県庁舎ですね、合わせ

て15施設に順次導入を進めておりまして、来
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年度は、阿蘇地域振興局、それから水俣保健

所の２施設の導入を予定しております。それ

で全て完了する予定になっております。 

 ほかの県有施設については、環境部局のほ

うが取りまとめを行っていまして、先生御指

摘のとおり、2027年の蛍光灯のランプの製造

の禁止とそれから輸出の禁止というところが

ございますので、今他部局のほうでも順次Ｌ

ＥＤの導入を進めているというふうに聞いて

おります。 

 以上でございます。 

 

○津川管理調達課長 ＮＨＫ受信料契約の窓

口となっております管理調達課から御説明申

し上げます。 

 当県でも、２月末から、全所属、188所属

へ再調査をかけておりますが、申し訳ありま

せん、現時点でまだ未契約台数の確定ができ

ていない状況でございます。そのため、現時

点ではございますが、把握できた状況につい

て御説明させていただきます。 

 まず、公用車のカーナビについては、知事

部局の公用車714台中10台が既に契約をして

おりましたが、88台が未払いの状況というと

ころを把握しております。 

 次に、テレビについては５台、携帯につい

ては６台の未払いを把握しております。合計

して99台の未払いということになりますが、

現在、ほかに未払いのものがないか、全所属

へ再調査を依頼しており、早急に台数を確定

したいと考えております。 

 あわせて、ＮＨＫとも協議を始めておりま

して、例えば、職業訓練などの教育用のテレ

ビは減免になることや、カーナビについて

も、テレビ用のアンテナが別についている場

合は、アンテナを抜けば支払いは不要といっ

たこともＮＨＫから確認できましたので、今

後も支払いの必要の有無や支払い額について

協議を進めまして、未払いの台数額が確定し

た段階で再度御報告させていただきます。 

 現時点での説明は以上です。 

 

○幸村香代子委員 はい、ありがとうござい

ます。 

 ＬＥＤについては、ここを所管するところ

はもうほぼ終わるといったところであるし、

ほかの所管するところにおいても、順次進ん

でいるといったような御説明だったというふ

うに思います。 

 先ほどのＮＨＫの、その他については、今

まだ調査中というふうなお話で、現時点の状

況を御報告いただきました。速やかにやはり

その辺り把握していただいて、対応のほうを

お願いしたいというふうに思います。よろし

くお願いします。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○岩下栄一委員 県政情報文書課ですかね。

有斐学舎の問題ですけれども、大変僅かなが

らであるけれども、補助をいただいてありが

とうございます。 

 昨年、たばこの火の不始末で、火災に見舞

われて半焼しました、有斐学舎は。寒空の

下、学生諸君は学業を投げ出さざるを得なか

ったんです。ところが、近隣の方々の御支援

あるいは学校法人等々の御支援で、何とか宿

舎を確保して勉学を続けております。 

 そこで、私は、これは財団ではありますけ

れども、もうそろそろ、有斐学舎も100年以

上たっていますので、県として、在京におけ

る奨学、学生諸君の支援活動の場として、根

本的に有斐学舎の再建を検討していただく時

期に来ているんじゃないかなというふうに思

っております。 

 財団は、細川家が創設した肥後奨学会や、

細川さんのじいちゃんの護立さんか何かが最

初言い出して、財団として発足しております

けれども、財団と協議の上、私のこれは個人
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的な要望、希望ですけれども、県出身の学生

諸君が東京で勉強するときの非常に大切な場

所になるものだから、県立有斐学舎とか、そ

ういう形ででも大幅な改革案をぜひ熊本県で

つくっていただいて、将来の不安がないよう

にお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 そもそも、部屋ではたばこのむなよと大分

言いよったんです、10年早いぞと。部屋たば

こが火災の原因で宿舎の半分以上が燃えたん

ですね。だから、みんな、ああ岩下先輩の言

わすとおりって、たばこは部屋でのんじゃい

かぬばいて。まあ、嗜好品だからとやかく言

えませんけれども、火災に気をつけてです

ね、まあ我が県議会も吸う族がたくさんいら

っしゃるのであんまり言えませんけれども、

そういう事件がありました。寒かったでしょ

う、去年の暮れは。部屋がないと言うてみん

な泣きよったから。 

 で、県政情報文書課としてはどういうふう

に考えておられるか、一応お尋ねしておきま

す。 

 

○坂本県政情報文書課長 岩下委員、御質問

ありがとうございます。 

 岩下委員から御発言がありましたとおり、

有斐学舎につきましては、細川家の支援によ

り設立されて以来、創立約140年以上という

歴史を持つ施設でございまして、県出身の大

変優秀な学生、首都圏で活躍する人々たちを

多数輩出してきております。 

 そういうこともありまして、県も、これま

で施設の改修について支援してきたこともご

ざいますし、現在も、経常的な運営費につい

て、一部支援をさせていただいているという

状況でございます。 

 岩下委員からのお話にもございましたよう

に、昨年12月に、埼玉県にありました施設

で、学生のたばこの不始末によりまして火災

が発生し、一部の学生たちは、一時ホテルや

ほかの県の施設でお世話になって過ごすなど

して学生生活を続け、今年５月には、今度、

埼玉県から少しまたぎまして東京都内のほう

に宿舎を、元社員寮を借り上げるという形で

移転しまして、45室、大体これまでの施設と

同じ規模の施設を借り上げて運営しておりま

す。 

 火災によりまして、入寮している学生の皆

さんは、大体50名ちょっとから40名ぐらいに

減りましたが、また、新年度になると、50名

台には戻るということで聞いております。 

 ただ、委員御懸念のとおり、宿舎を借り上

げての運営ということで、これまでにプラス

の経費がかかってまいります。 

 埼玉県に所有しておりました建物と土地は

売却したということで、それまで持っていた

基金等もございますので、当面の運営に不安

はないということで伺っておりますが、確か

に、将来的に継続的な運営を続けていくため

には、抜本的な在り方の検討が必要でござい

ますので、東京事務所の所長が理事の一人に

入っておりまして、県政情報文書課も適宜情

報交換をさせていただいておりますが、その

中で継続的な在り方が得られるよう、検討し

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 よろしくお願いしておきま

す。私たちは、もうその要望だけでございま

す。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 それでは、先ほど一部出納局とまたがりま

したが、改めて企画振興部、ほか各委員会の

質疑を受けたいと思います。質疑はありませ

んか。 

 

○幸村香代子委員 36ページの計画調査費の

企画推進費の(3)、大阪・関西万博自治体催

事出展事業というのが計上されているんです
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けれども、昨年、たしか5,000万、県のこの

万博の事業費として計上されていたと思いま

す。中身は、たしか阿蘇のアピールをやると

いうような中身であったと記憶をしておりま

すけれども、今回のこの3,000万は、九州７

県合同での展示なんですというふうなお話で

したけれどもですよね。何かこれとは全然、

前回の予算の催しとは全然関係ないというこ

となんですかね。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 大阪・関西万博への出展事業についての御

質問でございます。 

 幸村委員御指摘のとおり、前回の６月補正

の予算におきまして、当時の文化企画・世界

遺産推進課におきまして、阿蘇の草原再生を

ＰＲいたしますコンテンツを作成する費用に

ついてお認めをいただいたところでございま

す。 

 今回計上しております予算は、先ほど御説

明いたしましたとおり、九州７県で合同出展

をするというふうな事業でございまして、そ

の中にそれぞれの７県が独自のブースを、さ

らにその中で小分けで持っております中に、

先ほど申し上げました草原再生についての映

像の上映ですとかあるいはＰＲするという、

せんだっていただいた予算で作成しましたコ

ンテンツをそこで展示していくというふうな

流れになっております。 

 加えて、今回の3,000万余の予算の内訳で

ございますけれども、１つが、その７県で実

行委員会を設けておりまして、共通する予算

をそこから支出しておるというふうな仕組み

になっておりますので、その実行委員会に対

する負担金が1,000万円、これは長崎県が幹

事県ということになっております。 

 それから、先ほど申し上げました、その中

での県ブースでの草原再生に要します、例え

ばいろいろ機材の設置ですとかあるいは上映

に要する経費、これが1,700万余を計上して

ございます。 

 最後に、その共通ブースの中で、せっかく

いろんなところのお客様がお見えになられま

すので、食という切り口でもちまして九州の

全体をＰＲしていこうというふうな、この共

通ブースに対する、例えば食材の提供ですと

か、あるいは当日の試飲あるいは試食などへ

のスタッフの配置ですとか、こういったもの

への経費を200万円余計上しているというふ

うなことでございます。 

 以上でございます。 

 

○幸村香代子委員 御説明ありがとうござい

ます。 

 少し何か勘違いしているところがあって、

ああって、熊本だけで１ブースあるのかなと

かっていう、その5,000万計上されたとき

に、そのコンテンツの作成っていうことも含

めて何かブースがあるのかなというふうに思

っていたので、いや、何か今回どうだろうと

思ったら、結局、その前の5,000万というの

は、そのコンテンツとかのいろいろもろもろ

作成するのに5,000万で、今回、７県でブー

スをつくって、その中で県の使えるそのブー

スというのが1,700万で、そこでやるという

ことの御説明だったと思います。 

 非常にそういった意味では、その県のアピ

ールの5,000万も含めて、相当な予算をこれ

につぎ込むということになっているので、ぜ

ひ成果が出るような意気込みで取り組んでい

ただきたいと、参加いただきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。あり

がとうございます。 

 先生御指摘のとおり、今回、大阪・関西万

博、非常に地域のＰＲをするには絶好の機会

というふうに考えております。特に、大阪・

関西万博につきましては、総来場者数が約 

3,000万人というふうに見込まれておりま
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す。１日にしますと約15万人、このうち１割

強がインバウンドというふうに今のところ想

定をされているところでございます。 

 まあ、インバウンドかどうかあるいは日本

国内の方かどうかによらず、九州外の方に対

して、九州の魅力、それから観光資源をＰＲ

するには、非常にいい機会かなというふうに

考えております。 

 県によりましては、単県でブースを設ける

というふうな県もございますけれども、こう

いうふうに九州各県一緒にやることで、一定

規模のブースも確保できますし、費用も効率

的に運用できると、さらには、それぞれの魅

力を多元的に発信できるというふうなインパ

クトもございますので、しっかり成果が出て

まいるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 

○幸村香代子委員 いいです。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○松村秀逸委員 40ページの肥薩おれんじ鉄

道についてちょっとお尋ねと、せんだってテ

レビを見ておりまして、テレビ報道で八代か

ら川内までのとてもいい放映がありましたの

で。 

 お聞きしますと、全国的にも非常に赤字幅

が大きい鉄道だと聞いております。たまたま

その報道の内容は、熊本の、例えば日奈久に

寄って、日奈久のちくわとか晩白柚、芦北の

アカエビ、サラダタマネギですか、そういう

のがずっとあって、アシアカエビとかいろい

ろ熊本の農産物、魚介類がたくさん出て、こ

れはＰＲに大変役立ったんじゃないかなと思

います。 

 まさに木村知事の食のみやこ熊本づくり、

これとひっくるめて、このおれんじ鉄道、赤

字を何とか盛り返し、黒字につなげるいい企

画かなと思ったんですけれども、今後、そう

いう何か考えといいますか、県としてのそう

いう何か新たなやり方を考えていらっしゃる

のかなと思ったので、その辺が何かあればお

尋ねしたいと思います。 

 

○坂本交通政策課長 ありがとうございま

す。 

 肥薩おれんじ鉄道につきましては、委員御

指摘のとおり、非常に魅力ある風景あるいは

食で、現在も会社のほうで一生懸命ＰＲ、そ

れから、やはりどうしても通学だけで見ます

と、沿線地域の人口というのは、なかなか今

後厳しい状況にあるということで、いわゆる

定期外収入、観光面も含めた、そういった取

組に、今、中期経営計画の中でしっかりと取

り組んでいただいているところです。 

 実は、今、肥薩おれんじ鉄道を今後どう継

続的に維持していくかということで、鹿児島

県、それから沿線市町とともに、現在、新た

に計画をつくって、肥薩おれんじ鉄道、それ

から沿線地域の公共交通を考えていこうとい

うことで、法定の協議会を立ち上げておりま

す。 

 これに基づきまして、現在、地域公共交通

計画の策定をしておりまして、沿線地域、そ

れから肥薩おれんじ鉄道と一緒に。それを踏

まえて、また、鉄道事業の再構築計画とい

う、いわゆる有利な国の補助金が使えるよう

な、そのプロセスの一環である再構築計画と

いう計画づくりも含めまして、その中でしっ

かりと、まあ、いかに来ていただくか、そし

て地域の魅力を伝えていくかということを、

会社、それから鹿児島県、もちろん沿線の市

町、鹿児島県も含めまして、しっかりと考え

ているところでございます。本年度、来年度

でそういったものをしっかり、今計画づくり
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を進めているところでございます。 

 以上です。 

 

○松村秀逸委員 この間のあれでは、廃線も

考えられているような、はっきりはちょっと

記憶がないので、そんな話もテレビで出てお

りましたけれども、それを新たにですね、や

はりちょっと観光列車的に、日頃そこに住ん

どる人たちはないと困るわけですね、特に学

生さんあたりは。 

 これは、あの風景、景色は大変すばらしい

もので、私も若いとき、鹿児島勤務をしたと

き、よくあの汽車に乗って、あの風景を眺め

ていた経験もありますので、あれをぜひ観光

に非常に力を入れていただいて、食の都づく

りとやっぱり熊本農産物をしっかりコラボし

たＰＲと、観光客を増やすことで、何とか黒

字化につなげるように頑張っていただきたい

と思いますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

○住永栄一郎委員 41ページです。 

 昨日も高速委員会に出席をさせていただい

たんですけれども、これの交通整備の促進費

で、新と書いてあるやつですね。豊肥線のネ

ットワークの強化というところで、この調査

と検討というふうに書いてありますが、やっ

ぱりＴＳＭＣまで行く鉄道が、今、単線で非

常に混んでいると、東京並みに混んでいると

いうようなお話が出ております。 

 その中で、複線をという話があって、土地

の買収であったりとかという話が出ているん

ですけれども、これは、過去に、例えばこれ

を二階建てにする、複線を、行きと帰りを、

そういった話というのが出たことがあります

か。そういった調査をされたことがあるか

な。 

 

○猪原空港アクセス鉄道整備推進課長 私が

携わる中では、我々も、例えば二階建てにす

ると、踏切がなくなることによっての地域の

分断が、踏切によって分断されているところ

のつながりがよくなるよねとか、そういう発

想の中では話題にしたことはあるんですけれ

ども、具体的にそれは検討がなされたという

ことは、すみません、私に限っては聞き及ん

だことはございません。 

 

○住永栄一郎委員 ぜひですね、まあ複線に

すると、もちろん土地を買収せんといかぬと

か、あるいはそれに対して時間がかかる、費

用がどれぐらいかかるってことが出てくるか

と思います。ですけれども、もし万が一二階

建てにできるのであれば、買収の手間が省け

るということと、その建設の費用と、どれぐ

らいの差と時間がかかるのかとかを何か一回

算出したほうがいいんじゃないかなというこ

とをちょっと思っていまして、いずれにして

も目的は渋滞を解消するということだと思い

ます。 

 昨日も、やっぱりＫＫＷＩＮＧの駐車場を

増やすとか、空港の駐車場を増やすとかとい

う話も出ておりましたけれども、これは健軍

の市電も一緒なんですけれども、もし健軍か

らそのまま真っすぐ空港まで行く鉄道が延び

ていれば、そんな駐車場の話も多分もう全然

出てこないぐらいスムーズに熊本の渋滞が解

消されるんじゃないかなと思っとって、ぜ

ひ、こういったところにその検討の費用とか

ってあれば、もちろんそれを調べるためには

もっと予算をつけなきゃいけないと思うんで

すけれども、それもＪＲさんも含めて協議を

していただくと、何かもっといろんなものが

一気に解決するような気がしますので、ぜひ

何かそういったところも検討していただきた

いなと思います。何か最後要望になりました

が。 
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○猪原空港アクセス鉄道整備推進課長 今い

ただいた意見も踏まえまして、今回、2,000

万ということで新規事業で予算を計上させて

いただいています。 

これは、豊肥本線の輸送力の強化を、まあ

車両の増結からですね、いろんな駅施設の改

良とか、今おっしゃったように複線化とか、

いろいろ手法が考えられると思います。どう

いった手法が一番効率的なのか、そして、あ

とその沿線の市町村とも一体となってまちづ

くりや二次交通の充実というのを図っていく

必要があると考えますので、そういった検討

の中で、いろんなアイデアを出すことによっ

てより充実した将来像というのができてくる

と思いますので、委員の御意見も参考にさせ

ていただきながら、検討を進めたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

   (｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第36号、第39号、第47号、第

50号、第57号から第65号まで及び第87号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

   (｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第36号外13件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第36号外13件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢はい｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申出が５件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 報告資料の①をお願いいたします。 

 沖縄県からの避難住民受入れに係る初期的

な計画につきましては、12月の当委員会にお

きまして、県内の５つの市町を受入れ市町村

として検討を進めているなど、計画の検討状

況を報告させていただきましたが、このたび

計画案としてまとまりましたので、改めて報

告をさせていただきます。 

 まず１ページに、この計画の留意点を記載

しております。 

 １、本計画は、有事の際の住民避難の受入

れの要領等を具体化するための前提であり、

特定の有事を想定したものではないこと。 

 ２、要避難地域や避難先地域などの国から

の避難措置の指示は、そのときの情勢や関係

諸外国の意図などを勘案して総合的に判断さ

れるものでございます。そのため、この計画

上の想定は、あくまでも仮定のもので、決ま

ったものではないこと。 

 ３、本計画は、現在、国と最終調整中で、

国において、九州・山口各県分を取りまとめ

て今月末頃に公表予定となっております。県

でも、それに合わせて県ホームページで公表

予定です。 
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 ２ページをお願いいたします。 

 上段に、本計画の位置づけ等を記載してお

ります。 

 本計画は、有事の際の沖縄県先島諸島の住

民の受入れにつきまして、国が示した一定の

前提の下、避難当初の約１か月間において必

要となる要領や手続等を取りまとめたもので

ございます。 

 国が示した前提の主なものは、１つが、住

民の方々は、空路で福岡空港または鹿児島空

港を経由し、九州・山口各県に避難されるこ

と、九州・山口各県は、安全が確保されてい

る環境であること、九州・山口各県は、国か

らの入域自粛要請等により、ホテル等は空室

率100％で、貸切りバスも100％利用可能であ

ることでございます。 

 なお、受入れの検討は、令和６年度の初期

的な計画から令和８年度までの３か年かけて

行いまして、実効性の向上等を図っていくこ

ととされております。 

 中段の左側に、令和６年度における検討内

容を記載しております。 

 受入れに当たって必要な①輸送手段の確保

から⑥通信設備の提供まで、６つの事項につ

いて、事務や調整事項を整理しております。 

 なお、入院患者等の要配慮者の受入れ調整

や避難期間が１か月を超える場合等につきま

しては、令和７年度以降に検討するというこ

ととされております。 

 下段の左側に、本県における受入れ人数を

記載しております。 

 沖縄県の宮古島市と多良間村から計１万 

2,792人の避難者を、本県内の５つの市町で

資料記載の人数ごとに受け入れることとして

おります。 

 なお、この５つの市町を受入れ市町村とし

ましたのは、12月の当委員会でも説明しまし

たように、避難者の避難先でのコミュニティ

ー維持を最優先に、できるだけ受入れ能力の

高いホテル等が所在する市町村で受け入れる

ということとしたためでございます。 

 右側には、国民保護法の制度的枠組みを記

載しております。 

 有事の際、避難先地域の知事、市町村長

は、国からの指示を受け、避難住民を受け入

れてホテルの供与などの必要な救援を実施す

ることとされておりまして、本計画の作成

は、それを円滑、適切に実施するための事前

の備えとなるものでございます。 

 ３ページをお願いします。 

 本計画の内容を記載しています。 

 県、受入れ市町、事業者等と連携の上、鹿

児島空港から本県への輸送手段やホテル等を

確保するなど、避難される住民の方々が約１

か月間生活できる計画を作成しております。 

 中段に、具体的な内容を記載しておりま

す。 

 ①輸送手段の確保につきましては、鹿児島

空港から本県へは貸切りバスで移動していた

だくということにいたしておりまして、バス

事業者へ協力をお願いして、必要台数を超え

る台数を確保しております。 

 ②ホテル等の収容施設の供与につきまして

は、全ての避難住民の方々をホテル、旅館で

受け入れることとしております。関係団体や

ホテル、旅館に協力をお願いして、受入れ人

数を超える部屋を確保しております。 

 ③食料、飲料水の調達、提供につきまして

は、ホテル等での食事を基本とし、ホテル等

で賄えない食事につきましては、災害時の応

援協定を締結している小売事業者等から食事

を配送するということにいたしております。 

 ④生活必需品の調達、提供につきまして

は、災害時応援協定を締結している小売事業

者等から調達、提供することといたしまし

た。 

 ⑤避難者の健康管理につきましては、保健

師のホテル等への派遣や医療従事者による巡

回診療等を実施するということにいたしてお

ります。 
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 ⑥通信設備の提供につきましては、避難先

となるホテル等でWi-Fiの利用が可能である

ことを確認いたしております。 

 このように、今年度検討を進めた６項目全

てを盛り込んだ計画といたしております。 

 下段は、避難及び受入れの流れを絵に落と

し込んだものでございます。 

 参考といたしまして、４ページに、受入れ

５市町ごとの計画の内容を記載しております

ので、後ほど御確認いただければと思いま

す。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 報告資料の②をお願いいたします。 

 カスタマーハラスメントの対策の実施につ

いて御説明させていただきます。 

 まず、現状、課題についてですが、全庁ア

ンケート調査結果(概要)を御覧ください。 

 県庁における現状、課題を把握し、効果的

な対策を講じることができるよう、昨年９

月、知事部局の全職員に対して実態調査を行

いまして、68％の職員から回答がありまし

た。 

 調査結果のポイントについて、真ん中にグ

ラフとともに赤字で記載しております。 

 まず、カスハラを受けた職員数ですが、職

員の３分の１がカスハラを経験しており、そ

の件数は、２番目に記載のとおり、年々増加

傾向となっております。 

 また、３番目ですが、電話対応時にカスハ

ラを受けたと答えた職員が約９割の最多とな

っており、４の苦慮した点については、正当

な苦情との線引き判断や具体的な対応方法に

苦慮している状況が把握できたところでござ

います。 

 このアンケート調査結果から見えた課題と

その解消に向けた対策でございますが、資料

の下段に記載しております。 

 １点目の適切かつ組織的な対応ができてい

ないことに対しましては、今年１月に対応マ

ニュアルを策定し、各職員へ周知したところ

でございます。 

 次に、２点目の業務の停滞等による県民サ

ービスの低下が懸念されることに対しまして

は、次年度から、外部からの電話に対して、

録音を行う旨のガイダンスを流した上で、通

話内容を録音できる設備の導入を順次進めて

いくこととしております。 

 資料の裏面を御覧ください。 

 こちらにマニュアルの概要を記載しており

ます。 

 カスハラの判断基準や資料右側にある判断

フローを盛り込むとともに、職員の心身の負

担軽減や円滑に職務を遂行できる環境を保つ

観点から、資料の左下に記載しております

が、対応を終了する際の目安の時間を定めた

ことなど、本マニュアルの特徴的な部分がこ

ういった部分になろうかと考えております。 

 最後になりますが、県民の皆様からの様々

な御意見には、丁寧に耳を傾け、誠実に説明

を尽くすことが大前提でございますけれど

も、明らかに妥当性を欠く要求や長時間の拘

束、職員の人格否定等が行われた場合は、組

織として毅然とした対応を行ってまいりたい

と考えております。 

 人事課からは以上です。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 報告資料３と記載のある資料をお願いいた

します。 

 熊本県土地利用基本計画(第５次熊本県国

土利用計画)の一部改定について御報告いた

します。 

 まず、改定の経緯について御説明いたしま

す。 

 資料左側の１についてですが、この計画

は、国土利用計画法に基づき、令和３年３月

に策定したもので、計画期間は10年間でござ
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いまして、令和12年までとなっております。 

 ２に記載しております令和３年の計画策定

後において、大きな動きが２つございまし

た。 

１つが、①ＴＳＭＣの本県進出です。 

 ＴＳＭＣの進出決定後、県北地域を中心に

工業用地等の需要が増加している状況となっ

ております。 

 ２つ目は、②全国計画の改定です。 

 国が策定する全国計画は、令和５年７月に

第６次計画へと改定されました。 

このような状況を踏まえ、３に記載してお

りますが、計画策定後の状況変化に対応する

よう、一部改定を行うことといたしました。 

 資料右側の４に、改定に向けたこれまでの

経過と今後の予定を記載しております。 

 庁内で検討した改定素案について、昨年９

月以降、熊本県国土利用計画審議会委員の皆

様から御意見をいただき、また、県内全市町

村の御意見も聴取して改定案を整理し、本年

１月に最終案を作成したところでございま

す。 

 本年２月の熊本県国土利用計画審議会の審

議を経まして、現在、パブリックコメントや

国との最終調整を行っております。 

 次に、一部改定の概要につきまして、資料

２枚目のＡ３の資料で御説明いたします。 

 資料の赤字下線部分が、今回の一部改定に

より加筆修正を行った部分でございます。 

 資料上段、中央の県土利用をめぐる環境、

条件に、ＴＳＭＣ進出決定以降の状況を追記

しております。 

 上段右側の１、県土利用の基本方針では、

再エネ発電施設の適地誘導や工場や事業場で

使用される有害物質等の地下浸透防止策、流

域治水の推進、盛土規制などを追記しており

ます。 

 資料下段の左側に、県土利用の基本方向で

は、農地について、農業振興と企業進出の両

立を目指し、計画的な土地利用を図る旨追記

いたしました。 

 また、工業用地については、農地等の土地

利用にも配慮し、必要な用地の確保を図る旨

追記しております。 

 下段中央の３、利用区分ごとの規模の目標

についてです。 

 この計画では、計画期間の終期である2030

年における農地や森林などの規模、面積の目

標値を設定しておりますが、直近の統計デー

タ等を踏まえ、見直しを行いました。 

 基準年である2016年の数値と比較しまし

て、農地等が微減、道路が微増、工業用地が

増、森林、原野等が同程度となっておりま

す。 

 次に、右側の地域別概要では、熊本都市圏

地域について、渋滞対策のための道路整備や

公共交通利用促進、空港アクセス鉄道整備や

二次交通の充実について追記しました。 

 県北地域については、農業振興と企業振興

の両立や幹線道路ネットワーク整備の促進、

渋滞対策のための道路整備と公共交通が利用

しやすいまちづくりを、阿蘇地域について

は、温泉、地熱等を活用した土地利用や草原

の景観保全への取組を、県南地域は、県営工

業団地の整備等による産業振興や令和２年７

月豪雨からの創造的復興及び緑の流域治水の

取組などを追記しております。 

 以上が今回の一部改定で加筆修正を行った

主な内容でございます。改定案全部について

は、後ほど御覧いただければと思います。 

 続きまして、右上に報告資料④と記載のあ

る資料をお願いいたします。 

 地域未来創造会議の開催状況等について御

報告いたします。 

 資料左側の令和６年度の欄を御覧くださ

い。 

 ９月議会でも御報告いたしましたが、昨年

の７月から８月にかけて振興局単位で準備会

議を行い、この会議の開催方法等を議論いた

しました。 
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 このことを踏まえまして、昨年12月から３

月にかけまして、振興局単位で、知事、市町

村長の皆様、県議会の皆様に御出席いただ

き、順次開催しているところでございます。 

 なお、熊本市地域の会議は、県・市調整会

議等が開催されていることから、今年の開催

を見送ることとしております。 

 会議では、知事がそれぞれの地域に対する

思いを説明し、市町村長の皆様からも、地域

の将来に対する思い等を語っていただき、知

事による進行で様々な事項について議論が行

われております。 

 下の表に会議で議論された主な事項を載せ

ておりますが、市町村や地域全体の現状、そ

れから、課題、今後の地域の発展方向に向け

必要な取組等について議論されております。 

 率直な意見交換ができるよう、会議は非公

開で開催しておりますが、各会議の概要は、 

後日県ホームページ等に掲載し、公開する予

定です。 

 次に、資料右側の令和７年度の欄を御覧く

ださい。 

 次年度は、今年度の会議で議論された事項

につきまして、県、市町村で連携し、課題整

理や事業化等に向けた検討を進めることとし

ております。 

 事業化に向けては、くまもと未来づくりス

タートアップ事業の地域未来支援枠や地域未

来創造推進費などで支援してまいりたいと考

えております。 

 また、７年度の会議については、事業化に

向けた検討結果などを基に、今後の展開等を

議論するとともに、新たな事項についても議

論することと想定しております。あわせて、

公開シンポジウム形式での開催も検討してま

いります。 

 報告は以上でございます。 

 

○中川政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 右上に報告資料⑤と記載の資料をお願いい

たします。 

 本件につきましては、明日３月14日の建設

常任委員会でも同様に御報告いたします。 

 １、緑の流域治水の主な取組状況について

です。 

 (1)流水型ダムの事業の方向性、進捗を確

認する仕組みについて、昨年12月７日に、令

和５年度以来１年ぶりとなります第３回会議

を開催いたしました。 

 会議では、川辺川に建設予定の新たな流水

型ダムの環境影響の最小化に向けた取組と、

過去の会議で川への土砂流入等に関する御懸

念が寄せられていましたことから、球磨川流

域の森の現状や土砂、流木対策について、

国、県の説明、解説を行いまして、流域住民

の皆様と確認いたしました。 

 会議の内容等は、県ホームページで掲載し

ますとともに、１月25日に熊本日日新聞で、

１月28日に人吉新聞で広報を実施しまして、

広く県民の皆様に周知しております。 

 次に、(2)緑の流域治水に関する流域市町

村職員研修会についてでございます。 

 住民に一番身近な行政機関であります球磨

川流域の市町村職員が、新たな流水型ダムを

含む緑の流域治水についてさらに理解を深め

ることができるよう、市町村の主催で研修会

を実施いたしております。 

 ９月４日の人吉市の開催に続きまして、12

月18日に球磨村、２月10日に八代市で開催さ

れ、国、県から、流水型ダムを含みます治水

対策について、それらを中心に説明をいたし

ました。 

 引き続き、緑の流域治水に対する理解がさ

らに深まりますよう、情報発信に努めてまい

ります。 

 資料の裏面に移りたいと思います。 

 (3)球磨川水系県管理河川についてでござ

います。 

 人吉市内を流れます御溝川では、人吉駅周
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辺を含みます市街地の浸水被害を軽減する二

次放水路が完成しまして、４月の運用開始を

迎えます。 

 また、あさぎり町の田頭川では、堤防かさ

上げに着工するなど、各所で事業を進めてお

ります。 

 続いて、２、五木村、相良村の振興につい

て御報告します。 

 五木村では、１月26日に、氷川町宮原の国

道３号から五木村頭地地区に至る主要地方道

であります県道宮原五木線の五木村椿工区に

て、道路改良工事着工式を行いました。この

県道は、急カーブ、見通し不良、幅員が狭い

区間を伴います。より安全、安心で円滑な通

行が確保できるよう、改良工事を行うもので

す。 

 また、２月16日には、村主催の村民説明会

が開催されまして、約40人の方が参加されま

した。国、県、村から、流水型ダムを前提と

した振興の取組、ダム関連事業の進捗等につ

いて説明いたしました。さらに、住民主体の

地域振興も進められております。 

 ３月３日には、村の中心部である五木村東

地区のまちづくりグランドデザイン協議会か

ら、振興に関する提案書が村長に提出されて

います。また、みょうごにちには、村北部の

宮園周辺地域でも、振興協議会が取りまとめ

た振興策の報告会が開催される予定です。 

 次に、相良村では、１月26日に川辺川の河

川整備関係工事着工式を開催いたしました。

平川地区というところの河道拡幅、護岸整備

等に取り組み、新たな流水型ダムの完成予定

であります令和17年度までの完了を目指して

おります。あわせて、大雨の際に冠水する川

辺川沿いの国道445号上下坂地区での道路か

さ上げも、一体的に実施してまいります。 

 また、相良村では、県の地域づくり夢チャ

レンジ推進事業を活用しまして、特産品の開

発が進められています。村内を流れる川辺川

の湧き水と村の特産品でありますお茶を使用

したクラフトビールの試験製造に取り組まれ

ておりまして、今後、相良村を代表する商品

となることが期待されております。 

 報告は以上です。 

 

○内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○松田三郎委員 すみません。小さいことで

す。最後に説明いただいた中川政策監です

ね。 

私、実は、この相良クラフトビールってい

うのは、実物見たことも飲んだこともありま

せんが、どなたか復興局で試飲をして、あ

あ、これはいけるとか、これはちょっとと

か、何か感想をですね、まあメディアが入っ

ているので言いにくいかもしれませんが、理

事かどなたか、何か飲んだり見たりっていう

方が――じゃあ、お願いします。 

 

○中川政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 このクラフトビール、説明しましたよう

に、お茶と川辺川の湧き水を使ってというこ

とでございまして、まずお茶のほのかな香り

が漂いまして、かつそのお茶の苦みとも相ま

って非常に濃厚な味わいとなっているという

のが私の試飲した感想でございます。これ

は、しっかり相良村を支援して、ＰＲしてい

ければというふうに思っております。 

 

○松田三郎委員 何か原稿読みながら今食レ

ポしているような。 

これは、うまくいくとどこかでもう販売ル

ートとか、どこかでというのも大体決まって

るんですか。 

 

○中川政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 
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 今はまだ試験製造段階でございまして、各

所でまずは試飲をしていただいて、アンケー

トをさせていただいているというところでご

ざいまして、今度15日のくまモン感謝祭の中

でも相良村が出店されまして、そういった試

飲をしていただいてＰＲするということを計

画されております。 

 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 ほかありませんか。 

 

○幸村香代子委員 沖縄県からの避難住民受

入れに係る初期的な計画案なんですが、留意

点のところも含めて、特定の有事を想定した

ものではないということが前段にあって、し

かし、２ページにある、有事の際の沖縄県先

島諸島の住民の受入れということなので、こ

こにあるその沖縄県の有事というものが何を

想定されているのかということを御説明いた

だいていいですか。 

 

○井上危機管理防災課長 国民保護を要する

事態ということになりますので、何か特定の

戦争とか、そういったものを想定したもので

はないというふうに国からは説明を受けてお

ります。 

 以上です。 

 

○幸村香代子委員 ということは、沖縄の有

事というのも、特段どんな有事かということ

についてはないということなんですかね。 

 

○井上危機管理防災課長 何らかの、その戦

争とかそういったことで、固有の戦争という

状況ではないというふうには説明を受けてお

ります。 

 以上です。 

 

○幸村香代子委員 なかなか、お答え、厳し

いのかなというふうにも思います。 

 それで、この計画上の想定は、あくまで仮

定のものであり、決まったものではないとい

うことは、仮定のものって、どっからどこま

でが仮定で、でも、その３番からすると、も

う調整して公表しますよという話になってい

るんですけれども、ここら辺りの――どんな

ふうに理解したらいいのか、説明していただ

いていいですか。 

 

○井上危機管理防災課長 まず、今回は、要

避難地域が沖縄県の先島諸島ということでさ

れております。その方々が、九州・山口各県

が避難先となって避難するということになっ

ておりますけれども、どこが要避難地域にな

るのか、また、避難先はどこなのかというの

は、もう全て仮定のものというふうに伺って

おります。 

 以上です。 

 

○幸村香代子委員 ということは、そもそも

この避難元も受入れ市町村も、あくまでも想

定であり、仮定であり、どんなふうに流動的

になるか分からないけれども、取りあえずこ

ういったことを想定して計画を立てましょう

ということなんですよね。 

 

○井上危機管理防災課長 委員御指摘のとお

りでございます。 

 以上です。 

 

○幸村香代子委員 非常にですね、やっぱり

県民の皆さんのところ、また、この避難受入

れ市町村というふうにあるところからも、非

常に懸念というか、心配の声も上がっていま

す。受け入れるとか受け入れないとかという

ことじゃなくて、こういった事態になること

そのものもそうですし、こういったことを受

け入れたときに、じゃあ自分たちはどうなる

のかといったところも含めて、非常に不安視

する声も上がっていますので、その辺りので
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すね――国だけに任せていくのではなくて、

県としても、折に触れ、そういった辺りの疑

問の声が届けられたら、丁寧な対応をお願い

したいと思いますし、この受入れ市町村のと

ころも、もう計画が立てられているようで

す。そういったところと連携しながら、住民

への説明は丁寧に行っていただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○中川政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 先ほど、相良村がくまモン感謝祭で試飲を

検討していると、計画していると申し上げま

したけれども、一旦中止して次の機会をつく

るということでございますので、訂正させて

いただきます。すみませんでした。 

 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 次に、その他に入ります。 

 まず、12月の委員会において取りまとめを

御一任いただきました令和６年度総務常任委

員会における取組の成果について、お手元に

配付のとおり案を作成しましたので、御説明

します。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された要望、議案等の中から、取組が進んだ

主な項目を取り上げ、３月に県議会のホーム

ページで公表するものです。 

 項目の選定等について御一任いただきまし

たので、副委員長及び執行部と協議し、当委

員会としては、５項目の取組を上げた案を作

成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提起さ

れた課題や要望等についても、執行部で調

査、検討等を続けておられますが、これらの

項目を特に具体的な取組が進んでいるとして

取り上げました。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見等はございませんでしょうか。 

   (｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 よろしいですか。 

   (｢はい｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、この案でホー

ムページへ掲載したいと思います。 

 なお、掲載までに、簡易な文言の修正や最

新データへの修正等がありましたら、委員長

に一任いただけますでしょうか。 

   (｢はい｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

 

○松田三郎委員 すみません。これは、かつ

て自民党の政策審議会でもちょっと去年話題

になったと思いますが、生成ＡＩ、これはど

この課で答えられるのか分かりませんので…

…ああ、黒瀬課長のところですね。 

 端的にお伺いしたいのは、県庁内の事務と

かで、いわゆる生成ＡＩと言われるものを使

っていいのか悪いのか、あるいは使う場合に

条件とか何かエリアとか、エリアといいます

か、この分野はいいとかって、何かの制約が

あるのか。そもそも、これは別に条例云々の

問題じゃないでしょうから、庁内でこうしま

しょうって、誰が権限を持って決められるの

かと、さっき言いました許可云々というとこ

ろを、ちょっと課長からお答えいただければ

と。 

 

○黒瀬システム改革課長 本県の生成ＡＩに

つきましては、昨年の３月から、マイクロソ

フトのコパイロットというものの無償版、こ

れはウェブ版のものでございますので、いろ
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んな方が使えるものでございます。こちらの

ほうをまずは使ってみるということで開始を

しております。 

 当然ながら、ウェブ版、いろんなところに

オープンになるようなものですので、個人情

報であるとか機微な情報は使わないという前

提で開始をしております。具体的には、全て

の職員が、ガイドラインを決めまして、それ

に基づいて使用していくということでやって

おります。 

 で、どれぐらい使っているかというのを我

々のほうでも把握しておりまして、昨年の３

月導入時期にはかなりの数使われておったん

ですけれども、実際に５月、６月と進んでい

きますと、使用がかなり少なくなってまいり

ました。 

 やはり業務効率化の観点からいきますと、

生成ＡＩを使って効率化していくというの

は、今後避けられないことと思っておりまし

て、我々のほうで、具体的な使い方、こうい

うふうにすると安全に使えますよ、こういう

ところは業務効率化で使っていきましょうよ

というものを再度示しまして、動画研修とか

オンライン研修などもやっておりまして、こ

の10月以降、かなり使用が広がってきたかな

と思っているところです。 

 今後は、そういう形で、今、オープンの―

―オープンといいますか、外に出ても問題の

ないものしか使えない環境で生成ＡＩを今使

っております。利用者も広がってきましたの

で、次のステップである有償なものを使っ

て、クローズドな、外に漏れないような環境

で使えないかということも検討していく必要

が、そういうステージにそろそろなってきた

のではないかというふうに考えておりますの

で、また引き続き検討を進めていきたいと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○松田三郎委員 そういうのは、じゃあガイ

ドラインをつくって、やっぱり課長が一番偉

いけん、課長が決めるわけですかね。 

 

○黒瀬システム改革課長 我々のほうで案を

つくりまして、当然ながら全庁に関わること

でございますので、当然ながら部長とか知

事、副知事にも諮りながら、相談しながらや

っていくということでございます。 

 

○松田三郎委員 はい、分かりました。 

 

○内野幸喜委員長 ほかに何かありません

か。 

   (｢ありません｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 これをもちまして第７回総務常任委員会を

閉会いたします。 

  午後０時11分閉会 

――――――――――――――― 

○内野幸喜委員長 本年３月をもって役職定

年等の方が、本日14名出席されていらっしゃ

いました。それぞれ一言ずつ御挨拶をいただ

ければと思っております。委員の先生方、よ

ろしいでしょうか。 

   (｢はい｣と呼ぶ者あり) 

○内野幸喜委員長 それでは、お１人ずつお

聞かせいただければと思っております。 

   (内田知事公室長、福原秘書課長～松橋

政務調査課長の順に退任挨拶) 

○内野幸喜委員長 大変お疲れさまでした。 

 それでは、最後の委員会でございますの

で、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 本来であれば、宇城市の末松市長が挨拶さ

れるところだと思います。末松委員長は、県

議会を辞められて、私の場合、１か月間だけ

の委員長でありましたので、ここで話すべき

じゃないのかもしれませんが、委員として、

そして委員長として、この１年間、総務常任

委員会での議論を見たときに、本当に、委員
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の先生方、そして執行部といい議論ができた

のかなと、県政発展につながる諸課題につい

ての議論ができたのかなというふうに思って

おります。 

 引き続き、来年度以降、総務常任委員会

は、多分この県政発展の一番重要な委員会だ

と思っておりますので、来年度どの委員会に

所属するか分かりませんが、引き続き総務常

任委員会の発展を祈念したいというふうに思

っております。 

 それから、先ほど14名の役職定年等を迎え

られる皆さん方のそれぞれ挨拶がありまし

た。ぜひ次のステージでも頑張っていただけ

ればなというふうに思っております。同時

に、これまでの経験と知見に基づいて、熊本

県の発展のために引き続きお力添えをいただ

ければというに思っております。ぜひ、今後

も皆さん方の活躍を心から御祈念いたしたい

というふうに思っております。 

 最後に、委員の皆さん方に改めてお礼を申

し上げまして、委員長としての挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。

(拍手) 

 じゃあ、西村副委員長からも御挨拶をお願

いいたします。 

 

○西村尚武副委員長 一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 この１年間、末松委員長、また、内野委員

長の下で委員会運営に努めてまいりました

が、委員各位におかれましては、御指導、御

鞭撻をいただき、ありがとうございました。

また、執行部におかれましても、真摯に御対

応いただき、ありがとうございました。 

 委員、執行部の皆様には、この委員会で議

論されましたことを踏まえ、各施策を推進し

ていただき、本県がさらに発展していきます

よう心から祈念申し上げまして、御礼の挨拶

とさせていただきます。 

 お世話になりました。(拍手) 

 

○内野幸喜委員長 じゃあ、これで終了いた

します。 

  午後０時27分 
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